
 

 

報道機関各位 

 

 

 

 

休日当番医の診療時間を短縮します 

 

 

 新型コロナウイルス感染症が国内において感染拡大していることに伴い、休日当番医等の医療

スタッフの負担軽減のため、診療時間を短縮します。 

 

１ 診療時間の短縮開始日及び期間 

  令和２年５月３日（日）から当面の間 

 

２ 短縮後の診療時間 

  午前９時から午後４時まで 

  （現行：午前９時から午後６時まで） 
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